
令和７年度 第３回浜松市国民健康保険運営協議会 

 

日 時：令和８年１月２６日(月) 午後７時 

場 所：浜松市役所 本館８階 第５委員会室 

次 第 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議 題 

（１）子ども・子育て支援金制度について 

（２）令和８年度収支の見込み 

（３）令和８年度の動き 

（４）答申案について 

 

４ 健康福祉部長挨拶 

 

５ 閉 会 

 

 

 



 

【参 考】 

浜松市国民健康保険条例（抜粋） 

第２章 浜松市国民健康保険運営協議会 

（名称及び委員の定数） 

第２条 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 11 条第２項の

規定により設置する協議会の名称は、浜松市国民健康保険運営協

議会(以下「協議会」という。)とする。 

２ 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。 

（１）被保険者を代表する委員 ３人 

（２）保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ３人 

（３）公益を代表する委員 ３人 

（規則への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、

規則で定める。 
 

浜松市国民健康保険運営協議会規則（抜粋） 

（審議事項）  

第３条 協議会は、次の事項について審議するものとする。  

（１）一部負担金の負担割合に関すること。 

（２）保険料の賦課方法に関すること。 

（３）保険給付の種類及び内容に関すること。 

（４）保健事業の実施大綱の策定に関すること。 

（５）その他国民健康保険事業の運営に関する重要なこと。 

２ 協議会は、前項の事項について市長の諮問に応じ意見を答申 

する。 

（定足数） 

第５条 協議会は、その委員の半数以上が出席しなければ、会議

を開くことができない。 

（表決） 

第６条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

 



浜松市国民健康保険運営協議会委員名簿 

（敬称略） 

区  分 氏  名 所属・役職等 備 考 

被保険者を 

代表する委員 

稲垣
イナガキ

 美代子
ミ ヨ コ

 ＪＡとぴあ浜松女性部 役員 
 

村上
ムラカミ

 ひろみ
ヒ ロ ミ

 浜名商工会 理事 
 

滝川
タキガワ

 治子
ハ ル コ

 公募委員 
 

保険医又は 
保険薬剤師を 
代表する委員 

磯部
イ ソ ベ

 智
トモ

明
アキ

 浜松市医師会 副会長 
 

戸田
ト ダ

 聖二
セ イ ジ

 浜松市歯科医師会 副会長 
 

清水
シ ミ ズ

 慎也
シ ン ヤ

 浜松市薬剤師会 副会長 
 

公 益 を 

代表する委員 

前田
マ エ ダ

 香
コウ

一郎
イチロウ

 
静岡県弁護士会浜松支部 

弁護士 

会長 

江口
エ グ チ

 晶子
ア キ コ

 
聖隷クリストファー大学 

教授 

会長代行 

下石
シモイシ

 精子
セ イ コ

 
浜松市人権擁護委員連絡協議会 

副会長 

 

                         任期  令和７年４月 １日から 

                            令和１０年３月３１日まで 

事務局職員名簿 

役    職 氏  名 

健康福祉部長 小松 靖弘 

国保年金課長 鈴木 勝己 

国保年金課長補佐 村田 浩規 

資格・給付グループ長 水谷 篤史 

保険料グループ長 長谷川 貴大 

ヘルスサポートグループ長 池谷 千絵美 

管理・国民年金グループ長 大山 雅子 

管理・国民年金グループ主任 河村 歩 

管理・国民年金グループ主任 黒川 可奈 
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年額 月額

①年収200万円 - 4,900円 408円

②年収300万円 - 7,200円 600円

③年収500万円 - 12,300円 1,025円

④年収800万円 - 20,700円 1,725円

①年収200万円 ５割 5,900円 492円

②年収300万円 ２割 10,000円 833円

③年収500万円 - 16,300円 1,358円

④年収800万円 - 24,700円 2,058円

①年収200万円 ７割 1,200円 100円

②年収300万円 ５割 2,000円 167円

③年収400万円 - 6,300円 525円

区分
所得に応じた
保険料軽減

一世帯当たり保険料 賦課限度額
見込収入

【ケース１】
単身世帯

（18歳以上）
1,087万円

【ケース２】
夫婦＋子ども２人世帯
（子：18歳未満１名、

18歳以上１名）

966万円

【ケース３】
高齢者夫婦世帯

（65歳以上、年金生活者）
1,190万円

所得割率 被保険者均等割額
18歳以上被保険者

均等割額

応能割 応益割

賦課限度額

0.33% 1,800円 200円 ３万円

＜18歳未満被保険者＞

＋

＜18歳以上被保険者＞

＋ ＋所得割額
被保険者均等割額

1,800円
18歳以上被保険者均等割額

200円

所得割額
被保険者均等割額

1,800円
 全額軽減
 軽減分は18歳以上被保険者が負担する

１ 子ども・子育て支援金制度について 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）が令和６年10月１日に

施行され、令和８年４月１日に子ども・子育て支援金制度が創設となることから、制度の給付等を

支える財源として、医療保険料等と併せて「子ども・子育て支援納付金」を徴収する。 

「子ども・子育て支援納付金」の算定に係る所得割率、被保険者均等割額、18歳以上被保険者均

等割額及び賦課限度額については答申に基づき決定する。なお、18歳未満被保険者（18歳に達する

日以後最初の３月31日以前である被保者）に係る被保険者均等割額はその全額を軽減する。 

 

【令和８年度保険料率（案）】 

 

 

 

 

 

【保険料率設定の考え方】 

・賦課割合は医療分の比率と同様に設定（応能割 56％：応益割 44％） 

・収納率は令和６年度の実績で算定（現年分収納率93.59％） 

⇒一人当たり平均負担額（賦課総額/全被保険者数）は年額4,086円、月額340円 

 

【負担のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

【モデルケース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※収入のある者：【ケース２】夫または妻のいずれか、【ケース３】夫及び妻の合計額 

※【ケース２】の18歳未満被保険者の被保険者均等割額は軽減済み 

※保険料の月額は１円未満四捨五入 
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　事業費納付金の本算定結果等を反映して令和８年度収支を再度推計したところ、基金取崩を増額すれば、

医療分・後期支援金分・介護分については保険料率を据え置いても収支がとれる見込みである。

＜歳入＞ (単位：百万円) ＜歳出＞ (単位：百万円)

今回見込
(A)

前回見込
(B)

増減額
(A)-(B)

今回見込
(A)

前回見込
(B)

増減額
(A)-(B)

14,579 14,539 40 414 414 0

医療・後期・介護分 14,099 14,099 0 50,104 50,104 0

子ども分 480 440 40 21,290 21,290 0

73 73 0 医療・後期・介護分 20,810 20,850 △ 40

50,957 50,957 0 子ども分 480 440 40

5,851 5,891 △ 40 511 511 0

一般会計繰入金 4,198 4,281 △ 83 53 53 0

基金繰入金 1,653 1,610 43 300 300 0

1,067 1,067 0 89 89 0

⑥その他 234 234 0 72,761 72,761 0

72,761 72,761 0

＜変更点＞

（１）【歳出③：事業費納付金】本算定結果の反映

　・診療報酬改定の反映により、仮算定から本算定で約4.6億円の増加となったが、増加した分については

　　県の財政安定化基金の活用により抑制したため、納付金総額は前回見込(B)と同額となった。

　・一方で内訳は、国が示す算定係数の変更と県の基金抑制に伴い、子ども・子育て支援金分は＋40百万円、

　　医療分・後期支援金分・介護分の計は△40百万円となった。

　・子ども・子育て支援金分の＋40百万円に対しては、財源となる【歳入①：保険料】子ども・子育て支援

　　金分を同額追加した。

　・医療分・後期支援金分・介護分の計△40百万円に対しては、収入不足により財源を基金取崩で賄うこと

　　としていたため、保険料ではなく【歳入④：繰入金】基金繰入金を40百万円減額した。

（２）【歳入④：繰入金】出産育児一時金に対する一般会計繰入金の廃止

　・一般会計繰入金において、出産育児一時金分83百万円を減額した。この減額分は本来は保険料が財源と

　　なるが、保険料は据置きとして基金取崩で賄うこととし、基金繰入金を83百万円増額した。

（３）【歳入④：繰入金】基金繰入金の増

　・基金取崩額について、上記（１）△40百万円、（２）＋83百万円により、前回見込(B)より43百万円の増

　　となり、1,653百万円となる見込み。

　・令和８年度末基金残高（見込）：547百万円

計

計

④繰入金 ④保健事業費

⑤保険料還付金

⑥償還金

⑤繰越金 ⑦その他

令和８年度

②国庫支出金

③県支出金

２　令和８年度収支の見込み

科　目
令和８年度

科　目

①保険料 ①総務費

②保険給付費

③事業費納付金
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３ 令和８年度の動き 

（１）保険料賦課限度額の引上げ 

政令が改正され、賦課限度額が引き上げられた。浜松市国民健康保険条例において、賦課

限度額は政令どおりとすると定めているため、改正内容に合わせて引き上げることとする。 

区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

医療分 65 万円 66 万円 67 万円 

後期支援金分 20 万円 22 万円 24 万円 26 万円 

介護分 17 万円 

子ども・子育て支援金分   3 万円 

 

（２）低所得者に対する保険料軽減判定基準額の見直し 

軽減措置の判定基準について、次のとおり政令が改正されたため、改正内容に合わせる。 

軽減 

割合 

軽減判定基準額 

令和 7年度 令和 8年度 

７割 
43 万円＋（給与所得者等の数（※1）－１）×

10 万円 

43 万円＋（給与所得者等の数（※1）－１）×

10 万円 

５割 
43 万円＋（給与所得者等の数（※1）－１）×

10 万円＋（30.5 万円×被保険者数（※2）） 

43 万円＋（給与所得者等の数（※1）－１）×

10 万円＋（31万円×被保険者数（※2）） 

２割 
43 万円＋（給与所得者等の数（※1）－１）×

10 万円＋（56万円×被保険者数（※2）） 

43 万円＋（給与所得者等の数（※1）－１）×

10 万円＋（57万円×被保険者数（※2）） 

※１ 一定の給与所得者（給与収入 55万円超）と公的年金等の支給（公的年金等の収入金

額 60万円超（65 歳未満）又は 110 万円超（65歳以上））を受ける者。 

※２ 同じ世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した者を含む。 

 

（３）給与所得控除の引上げ 

令和 7 年度税制改正により、個人住民税の給与所得控除額が 55 万円から 65 万円に引き

上げられた。この影響により、保険料収入の減少が見込まれる。 

 

（４）食事療養費の標準負担額（患者自己負担分）増額 

令和 8年 6月 1日より、食事療養費の標準負担額が引き上げられる。（原則、１食あたり

510 円→550 円） 

 

（５）高額療養費制度の見直し 

令和 8 年 8 月 1 日より、自己負担限度額の月額上限額が引き上げられるとともに、年間

上限額が設定される。多数回該当の月額上限額は現行水準が維持される。 
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答  申  書 （案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜松市国民健康保険運営協議会



 
 

 



 
 

我が国の国民健康保険は、制度創設以来、国民皆保険の中核を担い、地域医療の確保

や地域住民の健康の保持増進に貢献してきた。 

また、被保険者に占める高齢者割合の上昇や医療の高度化により一人当たり医療費の

増加が続く一方、被用者保険の適用拡大や団塊世代の後期高齢者医療制度への移行に 

伴い、被保険者数が減少したことから、平成３０年度に国の主導により財政の都道府県

単位化が実施され、国保財政の安定化が図られた。 

こうした国保制度を取り巻く状況を踏まえた上で、浜松市国民健康保険運営協議会は、

令和７年１２月１５日の諮問に対し、浜松市国民健康保険事業の健全な財政運営につい

て、次のとおり答申する。 

 

 

１ 令和８年度国民健康保険料率等について 

（１）保険料率について 

   浜松市の国民健康保険事業においては、令和４年度にそれまでの収支黒字を活用

して料率の引下げを行い、以来、被保険者の負担軽減の観点から同率で据え置いて

いるところである。 

一方、全国の状況と同じく、被保険者数の減に伴って保険料収入が減少する中に

おいても一人当たり医療費は増加傾向にあり、健全な運営を続けるためには一定の

収入を確保しなくてはならない。 

令和８年度においては、県国民健康保険財政安定化基金の活用方針変更に伴い事

業費納付金が大幅に増加し、現行の保険料率による保険料収入、一般会計からの繰

入金及び前年度の繰越金だけでは財源を確保することが難しい見込みとなっている。 

しかし、物価高や子ども・子育て支援納付金の徴収が開始される中、被保険者の

さらなる負担増となることは避けたいため、市国民健康保険事業基金を活用するこ

とで医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の保険料率は据え置きとされたい。 

なお、子ども・子育て支援納付金分については、以下のとおりとすることが適当

である。 

・所得割率について、０.３３％にすること。 

・被保険者均等割額について、１,８００円にすること。 

・１８歳以上被保険者均等割額について、２００円にすること。   

今後も、制度改正、診療報酬改定、一人当たり医療費の推移など、先行きの見通し

が困難な状況は変わらないことから、引き続き、これらの動向を注視し、安定した

財政運営が図られるよう努められたい。 



 
 

 

（２）賦課限度額及び法定軽減について 

令和８年度国民健康保険料の世帯当たり賦課限度額及び法定軽減対象の所得基準

額は、国民健康保険法施行令の規定と同様とすることが適当である。 

 

２ その他国民健康保険事業の健全な財政運営に関する事項について 

（１）保険料収納率向上対策 

国民健康保険事業の健全な運営に欠かせない収入確保の点において、また、被保

険者間の公平性の観点からも、保険料の収納率向上は最重要課題である。 

これまでも、納付手段の多様化により被保険者が納付しやすい環境整備を進めて

いるが、引き続き、口座振替登録の勧奨及び資格の適正化並びに初期滞納者への催

告などの取組に加え、市税等の所管課との連携強化により厳正かつ速やかな滞納処

分を行うことで、保険料収納率の向上及び累積滞納額の削減を図り、一層の保険料

収入の確保に努められたい。 

あわせて、徴収事務の遂行に当たっては、被保険者間の公平性を念頭に置いた上

で、適切な納付相談や法令に基づいた執行停止を行うなど、被保険者個々の支払能

力や生活状況に十分配慮されたい。 

 

（２）保健事業及び医療費適正化対策 

国民健康保険においては一人当たり医療費が増加傾向にあり、長期的な展望のも

と医療費の適正化を推進する必要がある。 

ついては、「浜松市国民健康保険第３期データヘルス計画」に基づき、効果的かつ

効率的な保健事業に取り組み、被保険者の健康増進と重症化予防に努められたい。   

中でも特定健康診査については、生活習慣病の早期発見等により医療費の削減に

寄与するため、様々な手法を活用した受診勧奨による受診率の向上に取り組まれた

い。 

また、特定保健指導についても実施率の向上を図るとともに、生活習慣病の発症

予防につながるよう努められたい。 

なお、これらの取組の推進は、保険者のみの努力で成し遂げられるものではなく、

関係機関と連携を図るとともに、被保険者への医療費適正化に対する理解の促進に

努められたい。 

 

 

 






